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社会保険診療報酬の所得計算の特例（所得税、法⼈税）

要望内容
医業⼜は⻭科医業を営む個⼈及び医療法⼈が、年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下であ

るときは、その実際経費にかかわらず、所定の計算に従い算出した額を社会保険診療に係る経
費 が 特例措 存続 適 実態 査結 踏 所 対

要望内容

費とすることができる特例措置を存続する。また、適用実態の調査結果を踏まえて、所要の対
応を検討する。

社会保険診療報酬の所得計算の特例
医業⼜は⻭科医業を営む個⼈及び医療法⼈が、年間の社会保険診療報酬が5000万円以下であ

るときは 当該社会保険診療に係る実際経費にかかわらず 当該社会保険診療報酬を4段階の階

現状

るときは、当該社会保険診療に係る実際経費にかかわらず、当該社会保険診療報酬を4段階の階
層に区分し、各階層の⾦額に所定の割合を乗じた⾦額の合計額を社会保険診療に係る経費とする
ことができる特別措置。

社会保険診療報酬の⾦額 概算経費率
2,500万円以下 ７２％

2,500万円超 3,000万円以下 ７０％
3,000万円超 4,000万円以下 ６２％
4,000万円超 5,000万円以下 ５７％
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社会保険診療報酬に係る非課税措置及び医療法⼈の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続
（事業税）

要望内容
医療とりわけ社会保険診療の⾼い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を

存続する。また、医療事業の安定性・継続性を⾼め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制
の確保に資する医療法⼈制度を⽀援するため 医療法⼈の社会保険診療以外の部分に係る事業税の

要望内容

の確保に資する医療法⼈制度を⽀援するため、医療法⼈の社会保険診療以外の部分に係る事業税の
軽減措置を存続する。

現 状
社会保険診療報酬 社会保険診療報酬以外

現 状

開設主体 400万円
以下

400万円超
800万円以下 800万円超

非課税
特別法⼈

(医療法⼈等)
2.7%

(約4.9%)
3.6%

（約6.5%）
3.6%

(約6.5%)

普通法⼈ 2.7%
(約4.9%)

4.0%
(約7.2%)

5.3%
(約9.6%)

個⼈ 5.0%
注：（）内の％は、20年10⽉以降の事業年度から事業税と分離して課税される「地⽅法⼈特別税」（事業税率の81%）を合算した税率 ２



⾼額な医療用機器等に関する特別償却制度の適用期限の延⻑（所得税、法⼈税、個⼈住⺠税、法⼈住⺠税、事業税）

病院等が取得価格500万円以上の⾼額な医療用機器⼜は医療安全に資する医療機器を取得した
場合の特別償却制度について 対象機器の種類を⾒直した上で適用期限を延⻑する

要望内容

⾼ 資

場合の特別償却制度について、対象機器の種類を⾒直した上で適用期限を延⻑する。

①⾼額な医療用機器 ②医療安全に資する医療用機器等

医療保健業を営む個⼈⼜は法⼈が 取得価 医療安全に資する医療機器等を取得した場医療保健業を営む個⼈⼜は法⼈が、取得価
格５００万円以上の医療用機器（⾼度な医
療の提供に資するもの⼜は承認を受けてか

医療安全に資する医療機器等を取得した場
合に、取得価格の１６％の特別償却を認める
特例措置について、その適用期限を２年間延療の提供に資するもの⼜は承認を受けてか

ら２年以内のものに限る）を取得した場合
に、取得価格の１２％の特別償却を認める

特例措置に いて、その適用期限を 年間延
⻑。 （〜平成２７年３⽉３１⽇）

特例措置について、その適用期限を２年間
延⻑。

（ 平成２７年３⽉３１⽇）（〜平成２７年３⽉３１⽇）

３



研究開発税制（総額型）の拡充（法⼈税・所得税）

要望内容
我が国の研究開発投資総額の約７割を占める⺠間企業の研究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーショ
ンの加速を通じた我が国の成⻑⼒・国際競争⼒を強化し、医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、
研究開発税制（総額型）について、税額控除額の上限を法⼈税額の２割から３割まで拡充する。

現⾏制度

控除額＝試験研究費の増加額×５％
増加額＝前３事業年度の平均試験研究費からの増加額

本 体（恒久化部分）増加型

総額型増加額 前 事業年度の平均試験研究費からの増加額
ただし、前２年度中の多い額より試験研究費が増加してい
ることが条件 税

額
控
除
額

税
額
×
20

（
控
除

税
額
控
除
額

税
額
×
10
％

（
控
除

選択

控除額＝試験研究費 × ８ 〜 １０％ （注）
上
乗
せ
（
時
限
措

※

平
成
２
５
年 額

は
、
法
⼈

％
ま
で

除
限
度
額※

）

は
、
法
⼈

％
ま
で

除
限
度
額
）

⾼水準型

控除額＝売上⾼の10％を超える 試験研究費の額
×控除率

８％ ＋ × 0.2売 上 ⾼
試験研究費

（注）中小企業及び産学官連携は、⼀律12％

措
置
部
分
）

年
度
末
ま
で

※ 控除限度額を超過した場合、超過部分については、翌年度まで繰越し可能。○控除率＝
(試験研究費／売上⾼－0.1)×0.2

平成２３年度までは、３０％まで平成２１年度及び２２年度の超過部分については、平成２４年度まで繰越し可能

４



国⺠の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ
（たばこ税・地⽅たばこ税）

要望内容
国⺠の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、たばこ税及び地⽅たばこ税の税率を引き上げる。

要望内容

■男性喫煙者の肺がんによる死亡率は、男性非喫煙者に比べて約４．８倍高い

喫煙の健康への悪影響は明らかであるが、いまだ日本の喫煙率は高い。
たばこの課税政策を⾏う背景

○締約国は 価格及び課税に関する措置がたばこの消費を減少させるため
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」

■慢性閉塞性肺疾患（COPD）のほとんどの要因が喫煙となっている（約５割）

■４０歳時点のたばこを吸っている男性の平均余命は、たばこを吸わない男性より、 ３．５年

短い
主要国の喫煙率

○締約国は、価格及び課税に関する措置がたばこの消費を減少させるため
の効果的及び 重要な手段と認識し、課税政策を実施すること。（第6条）

⽇本：平成16年6⽉批准、平成17年2⽉発効。
（締約国数：175カ国（平成24年8⽉予定））

健康⽇本２１(第２次）（運動期間 2013 ）

１箱（２０本入り）410円

国名 日本 ドイツ フランス イギリス オーストラリア

喫煙率

男
性32.2% 34.8% 33.3% 22.0% 16.6%

女
性8 4% 27 3% 26 5% 20 0% 15 2%

○健康増進法第7条に基づく、目標期間、目標数値を有する具体的な計画。
○健康⽇本２１(第２次)では、全ての国⺠が共に⽀え合い、健やかで⼼豊かに

⽣活できる活⼒ある社会を目指す。
【たばこ対策】ⅰ.成⼈の喫煙率の低下(H34年度 12%)

健康⽇本２１(第２次）（運動期間：2013〜）

■たばこ規制枠組条約（FCTC）第６条において、たばこの需要を減

少さ るため 価格 び課税 関する措 を実施する が求め

国たばこ税
106.04円（25.9％）

地方たば 税

出典：たばこアトラス第３版（2009）
日本は平成22年国民健康・栄養調査

性8.4% 27.3% 26.5% 20.0% 15.2% 【 策】 喫 率 低下( 年度 )
ⅱ.未成年者の喫煙をなくす(H34年度 0%)
ⅲ.妊娠中の喫煙をなくす(H26年 0%)
ⅳ.受動喫煙の機会を有する者の割合の低下

(⾏政機関、医療機関 H34年度 0%)
(職場 H32 受動喫煙の無い職場の実現)

少させるための価格及び課税に関する措置を実施することが求めら
れている

主要国のたばこ価格（円）※１ドル=80円で換算（参考）

地方たばこ税
122.44円（29.9％）

たばこ特別税
16.40円（4.0％）

消費税
19.52円（4.76％）国名 日本 ドイツ フランス イギリス オーストラリア

(家庭 H34年度 3%)(飲食店 H34年度 15%) 

○平成18年度に成⽴したがん対策基本法に基づき、平成19年度に策定。
がん対策推進基本計画

出典；ＪＴホームページ
http://www.jti.co.jp/knowledge/tobaccozei/futan/index.html

たばこの税負担合計
２６４.４０円（６４.５％）

価格 410 510 581 858 625 
出典：たばこアトラス第３版（2009)

平成24年6⽉8⽇閣議決定により⾒直し。
【たばこ対策】上記「健康⽇本21(第2次)」の項目ⅰ、項目ⅱ、項目ⅳと同じ。

※ⅲは含まれず。
５



要望内容

医療に係る消費税の課税のあり⽅の検討（消費税）

社会保障・税⼀体改⾰大綱（平成２４年２⽉１７⽇閣議決定）及び社会保障の安定財源の
確保等を図る税制の抜本的な改⾰を⾏うための消費税法の⼀部を改正する等の法律第７条
第⼀号トの規定等を踏まえ、医療に係る消費税の課税のあり⽅について、引き続き検討する。

要望内容

「社会保障・税一体改革大綱について」(平成24年2月17日閣議決定) 

第 号トの規定等を踏まえ、医療に係る消費税の課税のあり⽅について、引き続き検討する。

第2部 税制抜本改革 第3章 各分野の基本的な方向性
１．消費課税 （２）消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項

今回の改正に当たっては、社会保険診療は、諸外国においても非課税であることや課税化した場合の患
者の自己負担の問題等を踏まえ 非課税の取扱とする その際 医療機関等の行う高額の投資に係る消費者の自己負担の問題等を踏まえ、非課税の取扱とする。その際、医療機関等の行う高額の投資に係る消費
税負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して手当てを行うことを検討する。これにより、
医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬など医療保険制度において手当することとする。
また、医療機関等の消費税負担について、厚生労働省において定期的に検証する場を設けることとする。
なお 医療に係る消費税の課税のあり方については 引き続き検討をするなお、医療に係る消費税の課税のあり方については、引き続き検討をする。

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法等の一部を改正する等の法律 (平成24年法律第68号) 消費税法等 部を改 する等 法律 (平成 年法律第 号)

第７条第１号ト
医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するもの

に対し区分して措置を講ずることを検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報に対し区分して措置を講ずることを検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報
酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医療機関等の消費税の負担について、厚生労働
省において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の課税の在り方に
ついては、引き続き検討する。 ６



サービス付き⾼齢者向け住宅供給促進税制の延⻑（所得税・法⼈税・固定資産税・不動産取得税）

本特例の適用期限
（平成25年3月31日）
の２年間延長

軽減措置 要件

所得税・法人税
5年間2.8割増償却

（耐用年数35年以上：4.0割増償却）
・床面積要件：25㎡/戸（専用部分のみ）
・戸数要件：10戸以上

固定資産税 5年間 税額を2/3軽減 ・床面積要件：30㎡/戸（共用部分含む）
・戸数要件：５戸以上家屋 課税標準から1200万円控除/戸

サ ビス付き高齢者向け住宅制度施策の背景

の２年間延長・戸数要件：５戸以上
・補助受給要件：国又は地方公共団体から

サービス付き高齢者向け住宅に対する
建設費補助を受けていること

不動産取得税

家屋 課税標準から1200万円控除/戸
土地 家屋の床面積の２倍にあたる

土地面積相当分の価額等を軽減

サービス付き高齢者向け住宅制度

【登録基準】 （※有料老人ホームも登録可）
《ハード》 ・床面積は原則25㎡以上

・構造・設備が一定の基準を満たすこと
・バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置）

施策の背景 全高齢者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合（２００８）

プライエム等
（1.3％）

プライエボーリ・エルダボーリ等
（7.4％）

介護保険３施設等
（3.5％）

（1.5％）5.0％

8.7％

日本

デンマーク

介護施設等 高齢者住宅

高齢者の暮らしに適した良好な
《サービス》 ・サービスを提供すること （少なくとも安否確認・

生活相談サービスを提供）
《契約内容》 ・長期入院を理由に事業者から一方的に解約で

きないこととしているなど、居住の安定が図られ
た契約であること

・敷金 家賃 サービス対価以外の金銭を徴収し

シェルタードハウジング
（7.2％）

ケアホーム
（3.2％）

ナーシング・ホーム等
（4.1％）

アシステッド
リビング等
（2.4％）

10.4％

6.5％

英国

米国

住宅ストックの絶対的不足

政策の目標 敷金、家賃、サ ビス対価以外の金銭を徴収し
ないこと

・前払金に関して入居者保護が図られていること
（初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保
全措置・返還ルールの明示の義務付け）

【登録事業者の義務】

政策の目標

2020年までの目標
高齢者人口に対する高齢

者向けの住まいの割合を欧米

高齢者人口に対する高齢者住宅の割合高齢者人口に対する高齢者住宅の割合

2 5%

3.0%

3.5%
高齢者住宅の割合

うちサービス付き高齢者向

2020年に目標
の3％を達成す

る見通し

2020年に目標
の3％を達成す

る見通し

【登録事業者の義務】

・契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付し
て説明すること

・登録事項の情報開示
・誤解を招くような広告の禁止
・契約に従ってサービスを提供すること

並み（3 ～5 ％）とする。 （国
交省成長戦略）

2014年までの目標

高齢者人口に対するサー
1.0%

1.5%

2.0%

2.5% うちサ 付き高齢者向

け住宅の割合

サービス付き高齢者
向け住宅を２年間で
６万戸新規供給。

サービス付き高齢者
向け住宅を２年間で
６万戸新規供給。

【行政による指導監督】
・報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
・業務に関する是正指示
・指示違反、登録基準不適合の場合の登録取消し

高齢者人口に対するサ
ビス付き高齢者向け住宅の割
合を0.5％とする。（２年間で６
万戸新規供給）

0.0%

0.5%
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子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置
（消費税、登録免許税、法⼈税、法⼈住⺠税、不動産取得税、固定資産税等）

要望内容
幼保連携型認定こども園に対する幼稚園・保育所と同等の税制措置、その他の認定こども園の教育・
保育機能部分への税制措置、市町村認可事業として位置づけられる小規模保育等への税制措置、
子ども・子育て支援給付や地域子ども・子育て支援事業等への税制措置のように

要望内容

子ども 子育て支援給付や地域子ども 子育て支援事業等への税制措置のように、
子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置を講ずる。

現状（要望の背景）
○平成22年１月より、関係閣僚を構成員とする検討会議等を設け、

子ども・子育て支援制度に関する議論を進め、平成24年３月に
「子ども・子育て支援法案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育て
支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律案」の３法案を税制抜本改革に関する法案とともに平成24年法律案」の３法案を税制抜本改革に関する法案とともに平成24年
通常国会に提出した。

○３法案については、同年５月より衆議院における審議が開始され、
衆議院での審議及び民・自・公の３党による修正協議を経て、
認定こども園制度の改善を行うこと等を内容とする法案修正等が認定こども園制度の改善を行うこと等を内容とする法案修正等が
行われ、可決のうえ、参議院に送付された。
衆議院から送付された法案について、同年８月10日に参議院に
おいて可決・成立したところ。

要望の必要性要望の必要性
現在、子どもや子育てをめぐる環境の現実は厳しく、核家族化や
地域のつながりの希薄化により、子育てに不安や孤立を感じる家庭も
少なくなく、また多くの待機児童が生じている地域がある一方で

どもが減 もあ子どもが減少している地域もある。
こうした問題に対処するために、子ども・子育て関連３法により幼児期の
学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとし
ており、それに伴う税制上の所要の措置を講じることが必要である。 ８



保育所を設置する公益法⼈に対する登録免許税の非課税措置
（登録免許税）

要望内容
近年の深刻な待機児童問題の解消に資するため、社会福祉法⼈以外の公益法⼈が設

置する保育所について 社会福祉法⼈が設置する場合と同等の登録免許税非課税措置置する保育所について、社会福祉法⼈が設置する場合と同等の登録免許税非課税措置
を要望するもの。

現状（要望の背景）
○ 現⾏制度では、社会福祉法⼈が保育所を設置する際の登録免許税は非課税とされ

ているが、学校法⼈等社会福祉法⼈以外の公益法⼈が保育所を設置する場合について

現状（要望の背景）

は非課税措置がない。
○ ⼀⽅で、幼稚園については、公益法⼈（学校法⼈、社会福祉法⼈、宗教法⼈、公益

社団・財団法⼈）のいずれが設置する場合でも、登録免許税は非課税となっている。社団 財団法⼈）のいずれが設置する場合でも、登録免許税は非課税となっている。
○ 近年の深刻な待機児童問題がある中、保育所の増設は喫緊の課題である。幼稚園制

度との均衡を図り、かつ待機児童解消に資するため、社会福祉法⼈と同等の非課税措
置を他の公益法⼈にたいして設けることを要望する置を他の公益法⼈にたいして設けることを要望する。

関 連 指 標
○ 設置主体別保育所数

自治体 社会福祉法人 学校法人 宗教法人 公益社団・財団 その他 計

平成19年 11,603 10,163 171 277 231 911 22,848 
平成23年 10,515 11,434 434 257 181 1,002 23,385 

○ 設置主体別保育所数

９



配偶者控除の⾒直し（所得税、個⼈住⺠税）

要望内容
雇用機会均等・男⼥共同参画の理念から、働き⽅の選択に対してできる限り中⽴的な制度となる

よう配偶者控除を⾒直す。

要望の必要性
○ 平成24年度税制改正大綱（平成23年12⽉10⽇閣議決定）では、「配偶者控除については、

配偶者控除を巡る様々な議論 課税単位の議論 社会経済状況の変化等を踏まえながら配偶者控除を巡る様々な議論、課税単位の議論、社会経済状況の変化等を踏まえながら、
引き続き、抜本的に⾒直す⽅向で検討します。」とされている。

○ 社会保障・税⼀体改⾰大綱
（平成24年2⽉17⽇閣議決定）では

配偶者控除・配偶者特別控除制度の仕組み（所得税）

① 配偶者控除

② 配偶者特別控除

　居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、年間の給与収入が１０３万円以下の者を有する場合には３８万
円を控除する。

収入の非課税限度額１０３万円を超えても（すなわち 独立した納税者となっても） 年間の給与収入が１４１万円までは 収

（平成24年2⽉17⽇閣議決定）では
「配偶者控除を巡る様々な議論、

課税単位の議論、社会経済状況の
変化等を踏まえながら、配偶者控除

（配偶者の給与収入）

（105万円未満）

（110）

収入の非課税限度額１０３万円を超えても（すなわち、独立した納税者となっても）、年間の給与収入が１４１万円までは、収
入に応じて控除が適用されるようになっている。

38万円

36

納税者本人の

受ける控除額

については、引き続き検討する。」
とされている。

○ 第３次男⼥共同参画基本計画
（平成22年12⽉17⽇閣議決定）では （115）

（120）

（125）

（130）

（135）

（140）

（141万円未満）
６

31

16

11

21

26

最高

38万円

②配偶者特別控除

①配 偶 者 控 除 ３８万円

（給与収入103万円以下の配偶者を対象）

（平成22年12⽉17⽇閣議決定）では
「国⺠⽣活に与える影響に配慮
しつつ、配偶者控除の縮小・廃止
を含めた税制の⾒直しの検討を

（141万円未満）

141万円103万円

３

０

配偶者の

給与収入

10

進める」とされている。
これらを踏まえ、配偶者控除の
⾒直しを⾏う必要がある。



パートタイム労働対策推進のための税制上の所要の措置（所得税、法⼈税、法⼈住⺠税）

要望内容
パートタイム労働者の雇用管理の改善につながる⼀定の取組（職務評価の導入、正社員⼜は

短時間正社員転換等）を実施した事業主に対し、税制上の所要の措置を講じる。

⼈⼝減少社会を迎え、労働⼒供給が制約される⽇本では、
現状（要望の背景）

一般労働者とパートタイム労働者の年齢階級別１時間当たり所定内給与額
3,000

一般労働者 （男性）

（円）

⽇本経済を⽀える労働⼒として、パートタイム労働者の重要
性が⾼まっている。パートタイム労働法の施⾏によりその
雇用管理は⼀定程度改善されたものの、年齢や勤続年数に
かかわらず 賃⾦はほとんど変わらないなど 正社員との間 1,428

1,663

1,916

2,204

2,462 2,502

2,340

1,685

1,533

1,689

1,430
1,518 1,559 1,544 1,536

1,459
1 500

2,000

2,500

一般労働者 （女性）

パート労働者 （男性）

パート労働者 （女性）

かかわらず、賃⾦はほとんど変わらないなど、正社員との間
に依然として格差が⽣じている。このようなことから、
パートタイム労働者の均等・均衡待遇をさらに推進していく
必要がある。

資料出所：賃金構造基本統計調査（平成2３年）（厚生労働省）

1,017 1,202

933

1,142 1,303
1,251 1,200

1,311

862
958

1,076
1,137 1,176 1,188 1,228 1,185 1,140 1,267 1,175 1,155

838 932
1,010 1,046 1,030 1,008 1,002 993 978 984 976 1,025

500

1,000

1,500

～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳～

要望の必要性
上記のような現状の中でパートタイム労働者の待遇を改善していくためには、パートタイム労働法

に基づく規制的手段のみでは⼗分ではなく 事業主の自主的な取組を促すことが不可⽋である

資料出所：賃金構造基本統計調査（平成2３年）（厚生労働省）

に基づく規制的手段のみでは⼗分ではなく、事業主の自主的な取組を促すことが不可⽋である。
そのため、パートタイム労働法の⾒直しにあわせ、パートタイム労働者の待遇改善に取り組む事業主
に対する税制上の優遇措置を講じる必要がある。

なお、「⽇本再⽣戦略」（平成24年7⽉31⽇閣議決定）でも、「非正規雇用と正規雇用の均等・なお、「⽇本再⽣戦略」（平成24年7⽉31⽇閣議決定）でも、「非正規雇用と正規雇用の均等
均衡処遇の実効性を⾼め、キャリア形成や正規雇用転換を⽀援する」こと、「非正規雇用と正規雇用
の枠を超え、仕事の価値に⾒合った公正な処遇の確保に向けた雇用の在り⽅の実現を目指す」ことが
必要とされている。 11



障害者の「働く場」に対する発注促進税制の延⻑･拡充（所得税・法⼈税・法⼈住⺠税）

要望内容
障害者優先調達推進法を受けて、企業から障害者就労継続⽀援事業所等への発注を促進することにより、障害

者の働く場の確保や⼯賃・賃⾦⽔準の向上を図るため、時限措置である発注促進税制について、５年間の延⻑を
図るとともに、障害者の「働く場」に障害者雇用促進法の在宅就業障害者等を加える。

要望内容

○ 税制優遇の対象となる障害者の「働く場」税制優遇の対象となる障害者の「働く場」

現⾏制度
○ 障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた発注を前年度より増加させた企業について、

企業が有する固定資産の割増償却固定資産の割増償却を認める。
・ 就労移行支援事業所
・ 就労継続支援事業所（A型・B型）
・ 生活介護事業所
・ 障害者支援施設（生活介護、就労移行支援又は

就労継続支援（B型）を行う事業所）

企業 有する固定資産 割増償却固定資産 割増償却を認 る。
・ 青色申告者である全ての法人又は個人事業主全ての法人又は個人事業主が対象。
・ 固定資産は、事業の用に供されているもののうち、現事業年度を含む

３事業年度以内に取得したもの。
○ 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額前年度からの発注増加額（※）

（※）固定資産の普通償却限度額の30％を限度とする 就労継続支援（B型）を行う事業所）
・ 地域活動支援センター
・ 障害者雇用促進法の特例子会社
・ 重度障害者多数雇用事業所

（※）固定資産の普通償却限度額の30％を限度とする。
○ ５年間５年間の時限措置

・ 企業（法人） ：平成20年4月1日～平成25年 3月31日
・ 個人事業主 ：平成21年1月1日～平成25年12月31日

普通償却限度額普通償却限度額イメージ図

就労継続支
援事業所等

発注額が増加
した場合

企業

償却限度額 ＝

普通償却限度額普通償却限度額
＋

前年度からの発注増加額前年度からの発注増加額（（※※））

※ 対象となる固定資産の普通償却限度額の３０％
を限度とする。

イメージ図

援事業所等

就労移行支援事業所
就労継続支援事業所
特例子会社
重度障害者多数雇用事業所

場

固定資産
割増償却

【具体例】
・固定資産が1,000万円（償却期間10年、定額法）
・発注増加額が20万円の場合

普通償却限度額(①) ＝1,000万円×10％＝100万円
発注増加額(②) ＝ 20万円重度障害者多数雇用事業所

等

現事業年度を含む３事業年度以内に
取得したものが対象

(合計)償却限度額(①＋②)＝ 120万円
例えば発注増加額が50万円の場合、減価償却資産の普通償却
限度額（100万円）の30％（30万円）が限度となるため、償却
限度額は130万円となる。

12



雇用促進税制の拡充（所得税・法⼈税・法⼈住⺠税）

要望内容
厳しい経済環境下における雇用確保及び65歳以上の⾼年齢者の雇用維持のため、以下のとおり雇用促進税制を

拡充する。
ア 現⾏では当期の法⼈税額の10％（中小企業は20％）を限度として、雇用増加数1⼈あたり20万円の税額控除

を⾏うこととなっているが この税額控除の額を40万円に引上げる

要望内容

を⾏うこととなっているが、この税額控除の額を40万円に引上げる。
イ 税制の適用要件である「雇用者増加数」を算定する際、その前提となる「雇用者」の数に⾼年齢継続被保険者

を含める。
現⾏制度 現行制度の問題点（イについて）

「雇用促進計画」をハローワークに提出し、１年間で5⼈以上
（中小企業は２⼈以上）、かつ10%以上雇用者数を増加させる

など⼀定の要件を満たした事業主に対して、雇用者数の増加
１⼈当たり20万円の税額控除が受けられる制度

現⾏制度

雇用者（一般被
保険者）
20人

前期末

雇用者（一般被
保険者）
21人

高年齢継続被保

当期末
新規雇用者：3人

前期末の 人のうち 名が 歳と１⼈当たり20万円の税額控除が受けられる制度。
（受付件数）

平成23年度中に雇用促進計画を受け付けた件数は、
30,049件、209,540⼈の雇用者の増加が予定されている。

20人
険者
2人

前期末の20人のうち2名が65歳と
なり高年齢継続被保険者となる

この場合、適用年度中に雇用者を3名雇ったが、前期末の一般被保険者のう
ち、2名が高年齢継続被保険者となったため、雇用者増加数は1名となり、雇用
者増加割合は(21-20)/20=5％となるので 税制の適用対象外となる

ア 雇用情勢は、持ち直しているものの、依然として厳しい。また、グローバル競争の激化や少子⾼齢化の進⾏などに
よる、社会・産業構造の変化の中で、持続可能な成⻑を成し遂げられるかが重要な課題となっている。

このため 今後の⽇本の成⻑を担う健康 環境分野等の産業の企業や若年者を雇用する企業 の⽀援を強化し

者増加割合は(21-20)/20=5％となるので、税制の適用対象外となる。

要望の必要性

このため、今後の⽇本の成⻑を担う健康・環境分野等の産業の企業や若年者を雇用する企業への⽀援を強化し、
今後の成⻑が期待される産業でのより積極的な雇用創出や学卒未就職者等の雇用機会を確保する必要がある。
あわせて、産業の空洞化による国内雇用の悪化を防ぐ。

イ 「全員参加型社会」や「ディーセント・ワーク」の実現 重層的なセーフティネットの構築により 社会保障制度イ 「全員参加型社会」や「ディ セント・ワ ク」の実現、重層的なセ フティネットの構築により、社会保障制度
を⽀える基盤を強化する必要がある。その中で、⾼年齢者雇用対策等が喫緊の課題となっている。本税制の拡充に
より、雇用拡大及び65歳以上の⾼年齢者の雇用維持を図る企業を⽀援することによって、65歳以上の⾼年齢労働者
の雇用維持、継続雇用の機会を確保し、⾼年齢者の⽣活の安定を図る必要がある。 13



「⽣活⽀援戦略」策定に係る税制上の所要の措置（所得税等）

社会保障・税⼀体改⾰大綱（平成24年2⽉17⽇閣議決定）に基づき平成24年秋を目途
に策定する予定の「⽣活⽀援戦略」を踏まえ 税制上の所要の措置を講じる

要望内容

に策定する予定の「⽣活⽀援戦略」を踏まえ、税制上の所要の措置を講じる。

「社会保障・税⼀体改⾰大綱」＜抄＞
現状（要望の背景）

○社会保険制度
○労働保険制度

【
第
１
の
ネ

「社会保障・税 体改⾰大綱」＜抄＞
６.貧困・格差対策の強化

（重層的セーフティネットの構築）
(３)重層的セーフティネットの構築・⽣活保護制度の⾒

直し
○⽣活困窮者対策と⽣活保護制度の⾒直しについて、総

○新たな生活 窮者○求職者支援制度

【
第
２

ネ
ッ
ト
】

○⽣活困窮者対策と⽣活保護制度の⾒直しについて、総
合的に取り組むための⽣活⽀援戦略（名称は今後検
討）を策定する。（平成24年秋目途）

ⅰ⽣活困窮者対策の推進
○第２のセーフティネットの構築に向け、求職者⽀援制

度に併せ 以下の取組を推進する ○新たな生活困窮者
支援体系の構築

○求職者支援制度
（H23.10～）

２
の
ネ
ッ
ト
】

生
活
支
援

度に併せ、以下の取組を推進する。
a.⽣活困窮者に対する⽀援を実施していくための体制
整備・⼈材確保等を進めるため、国の中期プランを策
定する。
b.⽣活困窮者の自⽴に向けた⽣活自⽴⽀援サービスの

○生活保護制度
国民の信頼に応えた制度の確立

】
援
戦
略

【
第
３
の
ネ

体系化、⺠間の⽣活⽀援機関（NPO,社会福祉法⼈
等）の育成・普及、多様な就労機会の創出等を図るた
め、必要な法整備も含め検討する。

ⅱ ⽣活保護制度の⾒直し
○ 国⺠の最低⽣活を保障しつつ、自⽴の助⻑をより⼀層

14

→国民の信頼に応えた制度の確立
ネ
ッ
ト
】

図る観点から、⽣活保護法の改正も含め、⽣活保護制
度の⾒直しについて、地⽅自治体とともに具体的に検
討し、取り組む。



厚⽣年⾦基⾦制度等の⾒直しに伴う所要の措置（所得税、法⼈税等）

要望内容要望内容
代⾏制度を⽀える枠組みの変化や深刻化する代⾏割れ問題に対処するため、厚⽣年⾦基⾦制度等の⾒
直しを⾏い、税制上の所要の措置を講じる。

現状（要望の背景）
●現在の厚⽣年⾦基⾦制度の課題

昨今 経済⾦融 境 変化 体企業（多 中小企業） 経営 化等 代⾏割昨今の経済⾦融環境の変化や⺟体企業（多くは中小企業）の経営悪化等により代⾏割れ問題をは
じめとする厚⽣年⾦基⾦の財政運営を巡る課題が顕在化

「厚⽣年⾦基⾦等の資産運用・財政運営に関する有識者会議報告」（平成24年7⽉6⽇）
①資産運用、②財政運営、③制度の在り⽅について検討を⾏い、⼀定のとりまとめ。

報告書を踏まえ、厚⽣労働省としての案を作成し、秋以降さらに検討を⾏い次期通常国会に改正法
案を提出予定→必要に応じ税制上の所要の措置を講ずる。

要望の必要性
現在の厚⽣年⾦基⾦制度に⽣じている課題に対処するため、厚⽣年⾦基⾦制度等の⾒直しを⾏うこと
としており、その内容を踏まえ、税制上の所要の措置を講じる必要がある。 15



年⾦課税のあり⽅の検討（所得税、住⺠税）

要望内容要望内容
社会保障・税⼀体改⾰大綱（平成24年2⽉17⽇閣議決定）等に基づき、世代間・世代
内の公平性を確保する観点も踏まえつつ、公的年⾦等控除の⾒直しや、⽼年者控除の内 公平性 確保する観点も踏 え 、公的年 等控除 ⾒直 や、⽼年者控除
復活、「年⾦所得」を独⽴させる等所得区分の⾒直しなど、年⾦課税のあり⽅につい
て検討を⾏う。
現状（要望の背景）現状（要望の背景）

●社会保障 税 体改革大綱 ●社会保障の安定財源の確保等を図●社会保障・税⼀体改革大綱
（平成24年2月17日閣議決定）

年⾦課税のあり⽅については、
年⾦ 給付 準 負担

●社会保障の安定財源の確保等を図
る税制の抜本的な改革を⾏うための
消費税法等の⼀部を改正する等の法

年⾦の給付⽔準や負担のあり⽅な
ど、年⾦制度そのものと密接に関連
する問題であり、今後の年⾦制度改

律案（抄）第７条第２号ハ
年⾦課税の在り⽅については、

年⾦の給付⽔準や負担の在り⽅など
⾰の⽅向性も踏まえた上で、
⾒直していく。

今後の年⾦制度改⾰の⽅向性も
踏まえつつ、⾒直しを⾏う。

16



要望内容

⽣活衛⽣関係営業者の事業活動の振興のための税制上の措置（法⼈税・法⼈住⺠税・事業税）

公衆衛⽣の向上及び国⺠⽣活の安定に資するよう、国⺠の⽇常⽣活に極めて深い関係にある⽣活
衛⽣関係営業者の事業活動の活性化に必要な総合的な税制上の措置を講ずる。

要望内容

具体的には、⽣活衛⽣同業組合(出資組合に限る)及び⽣活衛⽣同業小組合が策定する振興計画に
基づく共同利用施設に係る特別償却制度について、対象設備を喫緊の重点課題に重点化した上で、
適用期限を平成２６年度末までの２年間延⻑するとともに、飲食店営業を中⼼とした⽣活衛⽣関係用期限 平成 年度末 年間 ⻑ 飲食 営業 中 衛 関係
営業の需要を喚起し経済の活性化を図るため、法⼈の⽀出する交際費等の損⾦不算入制度につい
て、所要の⾒直しを⾏う。

『⽣活衛⽣関係営業の振興に関する検討会第４次報告書』に基
づき、政策効果の⾼い
（１）少子⾼齢化、買い物弱者対策に資する設備

⽣活衛⽣関係営業は国⺠⽣活と極めて密着し、我が
国経済及び地域社会において大きな役割を果たしてい
る ⽅で 経営基盤の脆弱な中小零細事業者が多い

延⻑を要望する現⾏制度

・共同研修施設、共同保育施設
・移動理美容バス、移動販売（屋台）バス

（２）環境・エコ・清潔・快適に資する設備
・共同購入資材配送⾞両

（３）震災復興 節電に資する設備

る⼀⽅で、経営基盤の脆弱な中小零細事業者が多い。
こうした事業者の設備投資に係る負担を軽減し、ひ

いては経営基盤の強化を図るため、対象設備を政策効
果の⾼い右記の共同利用施設に重点化した上で取得価
額の６％※の特別償却制度を維持する必要がある。 （３）震災復興・節電に資する設備

・被災地における共同⼯場、共同営業施設
・節電に資する共同蓄電設備

（４）安全・安⼼の確保に資する設備
・組合会館の⽼朽化に伴う建て替え

＜対象外となる共同利用施設＞
・共同特殊品処理⼯場
・共同特殊品保管庫
・共同スポーツ施設

政策効果の
低い分野は 組合会館の⽼朽化に伴う建て替え

・耐震化に資する設備
の重点４分野に対象設備※を重点化。

※対象設備については、経済・社会の構造変化に合わせ⾒直しを図る

共同スポ ツ施設
・移動研修⾞
・共同調理炊飯施設
・共同駐⾞場

対象外

※平成２３年度税制改正において８％から６％に縮減 17


